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派遣労働者の賃金の額の平均額（8時間当たり）　※② 17,384

事業所名称

事業運営状況に関する情報提供

情報提供対象　2024年12月1日時点

１．事業所情報

会社名 株式会社テクノプロ・コンストラクション

東京第二支店 03-6685-6625

事業所の所在地 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号　新宿ビルディング4階

２．労働者派遣の実績

派遣先事業所数（事業年度あたりの事業所数） 262

派遣労働者数（2024年12月1日時点） 429

３．労働者派遣に関する料金等

労働者派遣に関する料金の額の平均額（8時間当たり）　※① 29,480

①教育訓練の種類 ②対象者 ③実施人数 ④賃金支給の状況
⑤労働者の費用

負担の有無

マージン率　※（①－②）÷①　小数点第2位を四捨五入 41.0

キャリア形成支援及び
教育訓練制度における概要

雇用安定措置を講じた人数 270 人

入社時に導入研修として「ビジネスマナー、情報セキュリティ、コンプライアンス、リスクマネ
ジメント、安全衛生」を内容とした研修を実施し、今後のキャリア形成の基礎を構築しており
ます。
技術社員としてスキルの維持・向上及び、キャリア形成を考慮に入れた、技術研修、グ
ループ内のWinスクール、通信教育等多角的な研修メニューを提供しております。
また、希望者全員が今後のキャリアプランについて相談出来る体制を構築しております。

キャリア・コンサルティング窓口 東京第二支店
連絡先 03-6685-6625

キャリア・コンサルティング担当者 拠点長

４．派遣労働者のキャリア形成支援制度・教育訓練制度に関する事項

安全衛生ヒヤリハット研修 派遣労働者全員 6 人 有 無

施工管理スキル研修 派遣労働者全員 83 人 有

入社導入研修 新規入社者全員 37 人 有 無

CAD研修 派遣労働者全員 135 人 有 無

無

※各種情報に関しては、2024年6月提出　労働者派遣事業報告書に基づいております。

なお、マージン率の算定に当たりマージンの中には法定福利費、各種保険料、退職金、出張旅費交通費教育研修費、
健康診断費、及び事務所賃貸料、光熱費、一般管理費等の事業運営費用が含まれております。

コンプライアンス宣言 私たちは、法令を遵守し、高い倫理観のもとに企業の社会的責任を果たします

福利厚生他
社宅借上制度（独身・家族）、帰省旅費補助、従業員持株会、財形貯蓄制度、企業型確定拠出年金
制度、慶弔見舞金制度、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」、社内クラブサークル活動等
数多くの福利厚生を用意しております。

５．労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

ビジネススキル研修 派遣労働者全員 646 人 有 無



＜＜テクノプロ・コンストラクションの労使協定方式について＞＞

＜＜テクノプロ・コンストラクションの地域指数について＞＞

＜＜労使協定方式による比較方法＞＞

労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
（いわゆる労使協定方式）

６．同一労働同一賃金におけるテクノプロ・コンストラクションの対応

テクノプロ・コンストラクションの労使協定方式項目

方式

地域指数

締結期間

使用する統計データ
の職種

小分類の以下6つの職種を用います。
建築技術者/土木技術者/電気電子製造技術者等/その他の技術者/製図工/総合事務員

都道府県別の地域指数を前提に、“エリア”の考えを用いた運用を行います。
（下表のとおり）

派遣先業務に従事する従業員を対象とします。

過半数労働組合との締結方法となります。
（UAゼンセン 人材サービスゼネラルユニオン）

2024年4月1日～2025年3月31日

首都圏②

退職金

労使協定
の締結

賃金の
決定方法

職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額
（時給換算）を用います。

賞与

通勤手当

冬期賞与、夏期賞与及び決算賞与を支給します。
（労働組合との賞与に関する労使協定書に基づきます）

実費支給します。
（非課税限度額月額15万円まで）

5％上乗せ方式で比較します。（前提として、厚労省のモデル退職金水準への引き上げを
行った上で5%上乗せ方式による比較を行います）

締結範囲

労働者代表の
選出方法

使用する厚生労働
省令統計データ

中部

近畿

人事規程、人事評価規程及び労使協定書等に基づき、勤務評価等の結果を踏まえ、
基本給等の見直しを行います。

教育訓練実施計画に従って、着実に実施します。

エリア

北日本①

北日本②

対象都道府県

北海道、青森県

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

人事考課制度の内容

教育訓練の内容

岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、香川県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

各エリアの対象都道府県で最も高い地域指数を用います。（最も高い地域は２重線の都道府県になります）

職種分類
職種を職業安定業務統計から選択、職種毎の要件（職務内容）に応じた４階層の等級を
設定します。（G4：基準値10年　G3：基準値5年　G2：基準値１年　G1：基準値0年）
基準値年数は、勤続年数でも経験年数でもない点に留意する必要があります。

富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

茨城県、栃木県、群馬県、山梨県

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県

中四国

九州・沖縄

地域指数

94.0

97.0

97.9

113.9

101.1

105.2

108.4

97.1

95.2

北信越

首都圏①

職業安定

業務統計

（職種別）

×

地域指数

（エリア）

×

退職金

（105％）

通達単価

給
与
額
（時
給
換
算
）

賞与

諸手当

基本給等

技術社員

≦
時給換算した上で

同等以上

地域指数

季節賞与、決算賞与（平均）

会社平均：91円

役職、資格、赴任手当等（平均）

会社平均：13１円

（内、退職金含む）

基本給、業績手当、変更調整手当、

地域調整給（個人）
（内、拠出金の選択制積立金、旧配属手当含む）

対象従業員の給与額と通達単価の比較方法

対象従業員の給与額（時給換算） ≧ 通達単価（通達単価×地域指数×退職金（１０５％））


